
 

八千代市水道事業布設工事監督員の職務に関する要領 

 

平成１７年１１月２２日制定 

水経第２７２号 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は，水道法（昭和３２年法律第１７７号。以下「法」という。）第

１２条第１項の規定により工事の施行に関する技術的な監督業務を行う者の業務

について必要な事項を定めるものとする。 

（布設工事監督員） 

第２条 水道事業管理者（以下「管理者」という。）は，八千代市水道事業布設工事

監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例

（平成２４年八千代市条例第３５号）第３条に規定する資格を有する者の中から

あらかじめその職員を布設工事監督者に任命する。 

２ 管理者は，水道の布設工事の施工について，請負者又は現場代理人（以下「請

負者等」という。）を指示監督する者を指名するときは，前項の布設工事監督者

（以下「監督員」という。）の中から指名するものとする。 

３ 管理者は，前項の監督員を指名したときは，書面をもってその指名を請負者等

に通知しなければならない。 

 （監督員の職務） 

第３条 監督員は，水道法及び関係法令を遵守し，次の各号に掲げる職務を遂行す

るものとする。 

 ⑴ 契約の履行について，請負者に対する必要な指示，承諾又は協議 

 ⑵ 契約図書に基づく工事の施行のための詳細図等の作成及び交付又は承諾 

 ⑶ 契約図書に基づく工程の管理，立会い，工事の施行状況の検査又は工事材料

の試験若しくは検査 

 ⑷ 衛生上の措置 

 ⑸ 請負者等が作成した前各号の図書の承諾 

 ⑹ その他工事の施行上必要な事項 



第４条 この要領は，水道の布設工事以外の水道施設工事等についても準ずるもの

とする。 

   附 則 

 この要領は，公布の日から施行する。 

   附 則（平成２５年経企第１１９６号） 

 この要領は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年経企第９０９号） 

 この要領は，制定の日から施行する。（注：制定の日は，平成３０年１２月４日） 

 


